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海外学生旅行保険の概要 

本書は、お客様の保険契約に関する重要な情報を要約したものです。本概要は、保険契約の一部を構成する
ものではありません。 

商品に関する完全な情報は、保険契約書類に記載されています。保険約款が適用されますので、保険約款、
保険明細書、裏書をよくお読みになり、補償内容を十分にご理解ください。 

必要な場合は、団体保険契約者から保険契約書類のコピーを入手し、翻訳サポートを受けることができます。 

本保険の適用を受けるには、以下の条件を満たしている必要があります: 

• 大学、カレッジ、または語学学校で、留学生として学位、語学コース、またはその他の公認資格取得の
ために勉強していること。 

• 母国の医療制度に登録していること。
• 英国に 6ヶ月以上留学する場合は、英国の開業医に登録されていること。
• 出発時に 65歳以下であること。

補償の対象となる時期と場所: 

補償の対象となるのは、適切な保険料が支払われ、補償の対象となることが認められた渡航先への旅行です。
ただし、外務・英連邦・開発省または世界保健機関の勧告に反する旅行ではないことが条件となります。補
償範囲は以下の通りです: 

• 各学期の初めと終わりに帰省する際の往路と復路
• 履修コースの一環として英国外を旅行する場合
• 各保険期間中における最大 21日間の欧州内のレジャー旅行

キャンセルの補償は、保険金をお支払いいただいた時点から開始されます。その他の補償はすべて、旅行を
開始するためにご自宅を出発した時点から開始されます。保険契約は、保険期間の終了時または帰国時のい
ずれか早い時点で終了します。 

補償対象: 

旅行のキャンセルまたは短縮 - 事故、病気、疾患により旅行をキャンセルまたは短縮しなければならなくな
った場合は、未使用の回復不能な費用が補償されます。 
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救急医療 – 旅行中にけがをしたり、具合が悪くなったりした場合に、病院、救急車、医療機関への搬送、緊
急歯科治療が補償されます。 

手荷物 - 携行品の紛失、破損、盗難が補償されます。 

個人的な金銭 - 個人的な金銭の紛失、盗難、損害が補償されます。 

パスポートの紛失 - パスポートを紛失、盗難、破損した場合、代替パスポートを取得するための追加宿泊費
と交通費が補償されます。 

乗り遅れ - 保険の対象となる出来事により、自国からまたは自国への公共交通機関に乗り遅れた場合の追加
交通費が補償されます。 

コース費用 - 死亡、傷害または疾病により学業を継続できなくなった場合、回収不能なカレッジ、大学、ま
たは語学学校に対する費用の前払い分が補償されます。 

補償対象外: 

超過額が適用される各補償区分に基づく各請求の最初の金額のお支払いは、お客様の責任となります。これ
らの超過額は、保険明細書の給付金表に記載されています。 

保険は救急医療を補償しますが、民間の健康保険ではないため、法外な治療費にはご注意ください。 

保険約款の 「健康に関する重要な条件」 に記載されている理由に関連する既往症。 

保険約款に定める条件に従い、放置された手荷物または貴重品。 

保険加入時または旅行の予約時 (いずれか遅い方) で、保険金請求の原因となる可能性があるとお客様が認識
していた事象。 

本保険に加入した時点ですでに始まっている旅行。 

有効なパスポートまたは必要なビザを保持、取得または提示できないために、予約された旅行に間に合わな
かったことによる旅行不能。 

お客様が選択した補償レベルでは補償されない原因による請求。 
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補償請求の方法: 

 救急医療アシスタンス: +44 (0)1243 621 058 (24時間)

 法的費用: +44(0) 117 904 5831

 その他の請求: +44(0) 1202 038 946

www.howdengroup.com/uk-en/endsleigh-claims から請求を提出することもできます。 

保険会社: 

チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッドが引受けます。スイスで設立された公開有限責
任会社です。チューリッヒ州登録番号 - CHE-105.833.114、登録事務所所在地 - Mythenquai 2, 8002 Zurich。
英国支店のイングランドおよびウェールズにおける登録番号 - BR000105。英国支店本部:The Zurich Centre, 
3000 Parkway, Whiteley, Fareham, Hampshire PO15 7JZ。チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・
リミテッドは、スイス連邦金融市場監督機構 (FINMA) の認可および規制を受けています。健全性規制機構の
認可を受けています。金融行為規制機構による規制、および健全性規制機構による限定的な規制の対象とな
っています。健全性規制機構による規制範囲に関する詳細情報は、ご要望に応じて当社から入手可能です。
当社の照会番号は、959113 です。 

重要な注意事項: 本文書は、翻訳されたものです。元の英語版と相違がある場合は、英語版が優先されます。 


